
違法伐採対策及び木材・木質バイオマス利用の推進
合法性・持続可能性が証明された木材・木材製品の円滑な供給が可能と

なるよう、業界団体による自主的な取組の検証等違法伐採対策を推進する
輸出相手国における木材関とともに、木質バイオマスの総合的な利活用、

。連情報の収集等を推進
強い林業・木材産業づくり交付金 ６，９９０（７，８０９）百万円の内数

３３１（７１）百万円

１ ポイント
１２０（０）百万円（１）自主的な取組の検証等違法伐採対策の推進

、 、 、学識経験者 木材団体 環境ＮＧＯ等から構成される協議会を設置し
業界団体による自主的な取組を実地検証し、情報提供・指導助言を行う
とともに、合法性・持続可能性が証明された木材利用の重要性の普及啓
発等を実施。

（２）違法伐採のための木材貿易情報システム等の確立対策事業（再掲）
１１６（０）百万円

違法伐採及び関連する貿易問題の克服と持続可能な森林経営の確立に
資するため、木材の伐採・流通に関する木材貿易情報システムや総合情
報システムの確立等への国際機関による取組を支援。

木質バイオマスの総合的な利活用の推進（３）
（強い林業・木材産業づくり交付金）

木質ペレット利用推進対策 ３３（３５）百万円
木質バイオマス利用推進緊急総合対策事業 ３（４）百万円

木質ペレットの利用推進対策等を引き続き実施するとともに、民間事
業者の工夫とアイデアを活かしつつ、地域に賦存する木質バイオマスをエ
ネルギーや製品の原料として総合的に利活用する施設整備を実施。

（４）地域材の海外販路拡大の推進（再掲）
(０）百万円木材海外販路拡大支援事業 ３０

輸出相手国における木材関連情報の収集・提供、効果的なＰＲ手法の開
発等を実施。

２ 事業実施主体
都道府県、市町村、木材関係団体、民間事業者等

３ 補助率
定額、１／２

[担当窓口課：林野庁木材課（０３－３５０１－３８４１(直 ）]）


